
令和５年度
大仙市高圧電気契約事業支援給付金

申 請 要 領

（申請のガイダンス）

大仙市経済産業部商工業振興課
〒014-8601 大仙市大曲花園町1番1号

☎0187-63-1111（代表）



1 給付金の概要

（1）趣旨

燃料価格の高騰が続いていることや今夏の猛暑を踏まえ、経営
圧迫が続いている市内事業者等に対し、事業者の負担を緩和し、
地域経済の持続的発展を図ることを目的に、給付金を支給します。
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（２）対象要件

本給付金の支給対象者は、次の要件を満たす者とします。

１．小売電気事業者と契約を締結し、高圧受電する事業者で

あって、次のいずれかに該当するもの。（市の指定管理者を

除く。）

（１） 市内に本社を有する法人

（２） 市内に事業所を有し、かつ住所を有する個人事業主

（３） 市外に本社を有する法人の場合は、市内に事業所を

有し製造業を営んでいるもの

２．令和５年１月から９月までの任意のひと月と前年同月を比較

して電気料金が５万円以上増加した月があること。

※コンビニエンスストアは、本部負担分を除いた電気料金を

比較すること。

※市外に本社を有する製造業を営んでいる事業者は、市内

事業所の電気料金を比較すること。

３．秋田県及び市が実施する本給付金以外の電気料金を対象と

した支援を受けていないこと。（ただし、大仙市電気料金高騰

経営支援給付金を除く）

４．本給付金支給後も事業継続の意思があること。



1 給付金の概要

（３）給付額

ひと月の電気料金増額分 × 1／２（千円未満切り捨て）

ただし、1事業者あたり上限100万円

※令和5年1月から9月までの任意のひと月と前年同月の

電気料金を比較し増加した額

（４）申請受付期間

令和５年10月2日（月）～11月17日（金）

（５）支給開始日

令和５年10月20日（金）
※以降、10日に1回程度振込を行います。

２

※



２ 申請手続き等
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（1）本給付金に関する問い合わせ先
本給付金の申請等に関してのご質問・ご相談は、「大仙市経済産業部
商工業振興課」にお問い合わせください。

＜平日 午前9時～午後5時＞

（2）本給付金の申請方法

原則電子申請となります。以下のフォームから申請してください。
https://www.city.daisen.lg.jp/docs/2023091500028/

大仙市経済産業部商工業振興課
〒014-8601 大仙市大曲花園町1番1号

☎0187-63-1111（代表）
E-Mail:shoko@city.daisen.lg.jp



郵送の場合は、任意の封筒（郵便料はご負担願います）で下記までお
送りください。令和5年11月17日必着です。

＜提出先＞〒014-8601 大仙市大曲花園町1番1号
大仙市経済産業部商工業振興課宛て

２ 申請手続き等
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（３）電子申請サポート会場

本給付金は原則として電子申請を行っていただきますが、ご自身で電子
申請を行うことが困難な場合は、電子申請サポート会場を設置しております
ので、ご利用ください。

期間※土日除く 会場 時間

10月2日(月)～11月17日(金) 市役所大曲庁舎
２階 商工業振興課 午前9時から午後5時まで

期間 ※土日を除く 窓口

10月2日(月)～11月17日(金)
午前9時から午後5時まで

大曲庁舎商工業振興課
各支所市民サービス課

申請書は、商工業振興課、各支所市民サービス課に用意しております。
窓口では添付書類の確認のみとなります。後ほど審査し、不備があった場合
は、改めて申請書に記載された問合せ先にご連絡いたします。

（４）電子申請が困難な場合は紙での申請も可能です



２ 申請手続き等

（５）申請書類
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Ｎｏ 申請に必要な書類 ﾁｪｯｸ

１

対象月分及び前年同月分の電気料金に係る契約名義、
小売電気事業者の名称、使用場所、契約種別、金額等
が確認できる書類の写し
●電気料金請求内訳書、使用電力量のお知らせ等の写し

□

２
1の電気料金の支払い状況が確認できる書類
●領収書、振込明細書等の写し
※1の書類で確認ができる場合は、添付省略可

□

3

直近決算期の法人税確定申告書及び法人事業概況説
明書の写し
●個人事業主の場合は、令和４年確定申告又は市県民税申
告の収支内訳書の写しを添付

□

4 振込口座が確認できる通帳（通帳表紙の裏面）の写し □

5
本人確認書類（個人事業主の方のみ）
運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等のいずれか一つ
の写し

□

6
※紙で申請する場合

支給申請書 兼 実績報告書 兼 請求書(様式第１号)
□



２ 申請手続き等（申請書類の例）

No.１ 対象月及び前年同月分の電気料金に係る契約名義、小売電気
事業者名、使用場所、契約種別、金額等が確認できる書類の写し

６

例:東北電力の場合（請求内訳書、使用量のお知らせ）



２ 申請手続き等（申請書類の例）

No.２ 電気料金の支払い状況が確認できる書類
領収書、振込明細書等の写し
※No.1の書類で確認できる場合は、添付を省略できます。
※引落し通帳の写しでも可とします。

７

23-05-31 振込 120,000 XXXX○○電力株式会社



２ 申請手続き等（申請書類の例）

No.３ 添付書類「法人税確定申告書」

８

①直近決算期分が必要
①直近決算期分が必要



２ 申請手続き等（申請書類の例）

No.３ 添付書類「法人事業概況説明書」

９



２ 申請手続き等（申請書類の例）

No.３ （個人事業主の場合）添付書類「確定申告書」

10

令和４年分が必要

市県民税申告書の控えでも可とします。



２ 申請手続き等（申請書類の例）
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No.４ 振込口座が確認できる通帳の写し

○○ ○○様

○○銀行
○○支店

店番 123 口座番号 1234567

印

通帳を開いた1・2ぺージ目の写し
法人の場合は、当該法人の口座に限ります。
振込先の口座は申請者本人名義の口座に限ります。



２ 申請手続き等（申請書類の例）

No.５（個人事業主の方のみ）添付書類「本人確認書類の写し」
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 運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、保険証等のいずれか
一つのコピー

※マイナンバーカードの通知カードは身分証明となりません。



２ 申請手続き等（紙で申請する場合）

No.６ 支給申請書 兼 実績報告書 兼 請求書（おもて）
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様式第１号（第５条関係）

大仙市長　　　　　　様

〒

ＴＥＬ

e-mail　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１　給付申請額

２　振込先口座

３　添付書類

　(1)　対象月分及び前年同月分の電気料金に係る契約名義、事業者の名称、

　　使用場所、契約種別、電気料金等がわかる書類の写し（電気料金請求書等）　

　(2)　(1)の電気料金の支払い状況が分かる書類（領収書、振込明細等）

　(3)　直近決算期の法人税確定申告書及び法人事業概況説明書の写し

　　※個人事業主の場合は、令和４年確定申告又は市県民税申告の収支内訳書の写し

　(4)　振込通帳の写し（通帳表紙の見開き部分）

　(5)　個人事業主は、身分証明書の写し

受付 入力

令和 5 年 10 月 3

代表者職・氏名 代表取締役　大仙　太郎

０１８７－６３－１１１１

　下記事項に同意の上、大仙市高圧電気契約事業者支援給付金を申請します。

記

日

大仙市高圧電気契約事業者支援給付金支給申請書 兼 実績報告書 兼 請求書

０１４－８６０１

所 在 地 大仙市大曲花園町１－１

商 号 株式会社大仙市商事

１，０００，０００ 円

金融機関 本・支店名 預金種別

 ☑ 給付後も事業を継続する意思があること。

 ☑ 申請内容を確認するため、市から報告を求められた場合は、速やかにこれに応じること。

 ☑ 申請内容に虚偽が認められた場合、給付金の取消し又は返還に応じること。

給付申請額

5 6 7 カ）ダイセンシシヨウジ

（裏面へ続きます）

本店　　大曲　支店 普通　・　当座

口座番号（右詰） 口座名義人（カタカナ）

1 2 3 4

shoko@city.daisen.lg.jp

銀行 ・ 信金

農協 ・（ ）

記載例

秋田



２ 申請手続き等（紙で申請する場合）
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No.６ 支給申請書 兼 実績報告書 兼 請求書（うら）

　（申請額を記入する際の注意）

　　額を確認してください。

(電気料金高騰経営支援給付金の受給者はこちらにも記入してください。）

（裏面）

②令和４年　７　月　電気料金 １，５００，０００ 円

③電気料金の増加額（①－②） ２，０００，０００ 円

４　電気料金増加額の確認

①令和５年　７　月　電気料金 ３，５００，０００ 円

※①及び②は、1月から9月までの任意の月の支払った電気料金を記入してください。

※１事業者当たりの「③電気料金の増加額」は、税込み５万円以上であることが要件となります。

※「④給付金申請額」は、1,000円未満を切捨てた金額を記入してください。１事業者当たりの上

　　限額は、１００万円です。

※　前に電気料金高騰経営支援給付金を受給している事業者は、下の項目に記入し、⑨今回給付申請

※契約口数が複数の場合は、①及び②それぞれ合計金額を記入してください。

④給付申請額 （③×1/2）
１，０００，０００ 円

※1,000円未満を切捨てた額

※1,000円未満を切捨てた額とし、上限額50万円

⑨今回給付申請額（④－⑧）
円

※1,000円未満を切捨てた額

⑦電気料金の増加額（⑤－⑥） 円

⑧  給 付 額 （⑦×1/2） 
円

⑤令和５年　　　月　電気料金 円

⑥令和４年　　　月　電気料金 円



２ 申請手続き等

（6）支給の決定

申請書類を受理した後、その内容を審査し、適正と認められるとき
は給付金を支給します。

（7）通知等

申請書類の審査の結果、本給付金を支給する旨の決定をしたとき
は、後日、「支給決定通知書兼額の確定通知書」を送付します。ま
た、申請書類の審査の結果、本給付金を支給しない旨の決定をし
たときは、後日、「不支給決定通知書」を送付します。
なお、「支給決定通知書兼額の確定通知書」は給付金の振込後
に送付される場合があります。
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（8）その他

① 本給付金の交付決定後、申請要件に該当しない事実や不正
等が発覚した場合は、大仙市は本給付金の交付決定を取り消
します。この場合、申請者は給付金を返還しなければなりません。

② 申請内容に不正があった場合など、必要がある場合は給付金の
支給を受けた事業者名等を公表する場合があります。


